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第１章 プランの策定に当たって  

 

１ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の位置付け 

高齢者保健福祉計画は，老人福祉法に基づき，地域における高齢者保健福祉 

サービス全般にわたる供給体制づくり等について定めるものです。 

また，介護保険事業計画は，介護保険法に基づき，地域における介護サービス

の必要量を見込み，それを確保するための方策や保険料算定の基礎となる財政 

規模，介護保険を円滑に運営するための事業等について定めるものです。 

本市では，両計画における施策や事業を連携して実施し，高齢者施策を総合的に

推進するため，両計画を一体的に策定し，計画の総称を「京都市民長寿すこやか

プラン」としています。この度，平成１８年３月に策定した「第３期京都市民   

長寿すこやかプラン」が平成２０年度末をもって終了するため，これまでの取組

状況等を踏まえ，「第４期京都市民長寿すこやかプラン」を策定しました。 

この「第４期京都市民長寿すこやかプラン」は，未来の京都づくりに向け，  

平成２３年度までの市政運営の羅針盤である「京都未来まちづくりプラン」  

（平成２１年１月策定）を高齢者保健福祉の分野で具体化したものです。 

 

 

 

 

 

 

プランの位置付け 

 

（市政の基本方針）

  

21 世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想

 

〔2001～2025 年〕 
 地方自治法第２条に基づき市会の議決を得て1999（平成 11）年 12月 17日策定 

京都市基本構想

京都市民長寿すこやかプラン

（京都市高齢者保健福祉計画 ・京都市介護保険事業計画）

  都市理念 （都市の理想像）

 市会の賛同を得て1978（昭和 53）年 10月 15 日宣言

世界文化自由都市宣言

京都市基本計画 各区基本計画 

基本構想の具体化のために全市

的観点から取り組む主要な政策

を示す計画 
〔2001 ～2010 年〕

2001(平成 13)年 1月 10日策定

基本構想に基づく各区の個性を

生かした魅力ある地域づくりの

指針となる計画

〔2001～2010年〕

2001(平成 13)年 1月 10日策定

  未来の京都づくりに向けた４年間の羅針盤 

  

京都未来まちづくりプラン 

〔2008 年～2011 年〕

2009（平成 21）年 1月 27 日策定 

各区基本計画 
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基本理念 

２ 計画期間 

計画期間は，平成２１年度から２３年度までの３年間です。 

第３期プランは，「戦後のベビーブーム世代」全体が６５歳以上になる２０１

５年（平成２７年）の高齢者介護の姿を念頭に置いたうえで策定しました。 

第4期プランにおいても，長期的な視点に立ち，第３期プランにおいて設定  

した平成２６年度（第５期プランの最終年度）の目標に至る中間的な位置付けと

して策定しました。 

 

３ 基本理念及び政策目標 

計画の基本理念と政策目標を次のとおり定め，その実現に向けて施策を推進 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者がいきいきと参加でき，すべての世代が支え合えるまち

高齢者が社会の重要な一員として生きがいをもって活躍できるよう，社会

参加活動を推進するとともに，市民と行政の揺るぎないパートナーシップ

の下，すべての世代が認め合い，支え合える心豊かな福祉社会の創造に挑

戦します。 

一人ひとりが尊厳を保ち，充実した高齢期を実現できるまち政策目標 

１ 
長期にわたる高齢期において，どのような心身の状態であっても，高齢者

一人ひとりが尊厳を保ち，自己決定により，その人らしい自立した質の高

い生活が送れるよう支援します。 

健やかな生活を送ることができるまち

健やかで充実した生涯を送れるよう，世代や心身の状況に応じた健康づく

り，介護予防を推進します。 

地域で安心して自立した生活を続けられるまち

一人ひとりの心身の状態に応じて必要な支援を受けながら，住み慣れた地

域で安心して自立した生活が続けられるよう，保健福祉サービスをはじめ

とする社会資本の基盤整備と地域ケア体制の充実を図ります。 

政策目標 

２ 

政策目標 

３ 

政策目標 

４ 
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４ プランの策定の方法 

プランの策定に当たっては，「京都市民長寿すこやかプラン推進協議会」に  

おいて，６名の市民公募委員をはじめ，保健，医療，福祉の関係者による幅広い

協議を行いました。 

平成１９年１２月には，１万人を超える市民を対象としたアンケート調査を実

施し，第４期プランを策定するための基礎資料として活用しました。 

また，平成２０年１１月には中間報告を作成し，「ひと・まち交流館 京都」で  

市民説明会を開催するとともに，多様な機会をとらえ，説明会や本市職員が  

出向いて説明する「出前トーク」を実施しました。さらにパブリックコメントと

して市民の皆様から貴重な意見・提言をいただき，プランを策定するうえで参考

とさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プランの策定の方法 
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第２章 第３期プランの取組状況 

 

 

１ 第３期プランにおける重点課題の取組状況 

第３期プランでは，１６５の施策・事業（うち，新規の施策・事業は４９）を

掲げ，第３期計画期間中にすべての施策・事業に着手しました。また，数値目標

を掲げた施策については，着実に整備を進め，第３期プランにおける目標を，  

概ね達成できたものと考えています。 
 

重点課題ごとの新規・充実事業 

第３期プランにおける重点課題 主な新規・充実事業 

1 

認知症をはじめとする要援

護高齢者及びその家族の生

活支援 

  特別養護老人ホームや介護老人保健施設等の基盤整備 

  特別養護老人ホームの個室・ユニットケア施設への改修の推進 

  認知症高齢者グループホームやケアハウス等の居住系サービスの整備  

  認知症あんしん京（みやこ）づくり推進事業の実施及び「認知症

あんしんサポーター」の養成 

  高齢者虐待の相談・通報窓口の設置，高齢者虐待対応のためのマ

ニュアルの整備 

２ 
総合的な介護予防の推進（予

防重視型システムへの転換） 

  地域包括支援センターの設置・運営（市内６１箇所） 

  地域包括支援センター，地域介護予防推進センターを中心とする

介護予防ケアマネジメント体制の構築 

  地域支援事業による介護予防サービスの提供（介護予防特定高齢

者に対する介護予防サービス，介護予防一般高齢者施策） 

  新予防給付による介護予防サービスの提供 

３ 
健康増進・生きがいづくりの

推進 

  区役所・支所，健康増進センター，こころの健康増進センターを

拠点とした総合的な健康増進事業の実施 

  生涯にわたって口腔の健康的な機能を保つため「８０２０運動」を推進

  特定健康診査及び特定保健指導の実施 

  京都市民健康づくりプランの中間評価及び見直しに基づく新たな目標設定

  団塊の世代等を対象に新しい生きがいづくり支援策に関する調査を実施

４ 
地域における総合的・継続的

な支援体制の整備 

  日常生活圏域の再編 

  地域密着型サービスの基盤整備 

  地域包括支援センターにおける総合相談・支援，権利擁護相談等の事業の推進  

  ひとり暮らしの高齢者に対する福祉施策の推進（緊急通報システムの設置

や老人福祉員による安否確認，孤立死防止啓発のシンポジウムの開催等）

５ 
介護保険事業の適正かつ円

滑な運営 

  長寿すこやかセンター等における各種研修事業の実施 

  介護相談員派遣事業の取組の充実 

  本市独自の介護保険料減額制度の適用基準の継続実施 

  介護保険給付の適正化 

６ 
誰もが安心して暮らせるま

ちづくりの推進 

  高齢者の学びの場の拡充 

  高齢者の居住福祉に関する調査・研究の実施 

  京都市災害ボランティアセンターを設置 

  災害時要援護者名簿の作成 
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２ 介護保険事業の実施状況 －進む「介護の社会化」－ 

長寿化が進む中，高齢者の介護を社会全体で支えていくため，平成１２年４月

に介護保険制度が創設されました。その後，介護保険制度の定着に伴い，介護  

サービスによる社会的支援を受けることへの理解が浸透し，「介護の社会化」が

進んできています。 

平成２０年１２月現在の要支援・要介護認定者数は，５８,０５２人で，介護保

険制度が施行された平成１２年４月末現在の２７,２０６人から約２.１３倍の増

加となっています。 

高齢者人口に占める要支援・要介護認定者数の割合（出現率）は，平成２０年

１２月末現在１７.７％で，全国平均である１６.０％（平成２０年４月現在）と

比べ，本市の出現率は高い状況にありますが，ここ最近は横ばい傾向にあります。

出現率が高い要因として，７５歳以上の後期高齢者やひとり暮らしの高齢者の割

合が高いこと等が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護度別認定者数の推移

2,326 2,716 4,099 5,433 5,645 5,538 3,908 4,205 4,497

6,615
9,037 9,569

6,441
9,659

12,888
15,194

17,955 18,447 20,254 11,560 8,644 8,300
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5,889

6,264
6,894 6,938

7,816
8,986

9,644 9,496

4,202

4,741

5,045

5,310
6,041 6,408

6,868 7,384
7,778 7,848

3,668

4,324

4,958

5,190

5,472

5,438 5,884
6,016 6,131

27,206

34,535

41,582

46,758

50,418 51,380

55,647 55,544
57,886 58,052

4,787
491

441

5,482
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旧要支援 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人） 要介護度別認定者数の推移

要支援・要介護認定者出現率の推移
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介護保険制度開始

後，介護サービス事

業者の増加や既存事

業者の事業拡大によ

り，介護サービス量

は利用者や家族のニ

ーズに合わせて増加

しました。 

 

要支援・要介護認

定者数の増加ととも

に，保険給付費は伸

び続けていましたが，

平成１４年度以降は，

その伸びは鈍化して

います。 

なお，居宅サービ

スの保険給付費は，

年々増加しています。 

一方，施設サービ

スの保険給付費は，

平成１７年度の施設

給付の見直し等によ

り一時的に減少しましたが，平成１９年度には増加に転じています。 

 

本市は介護サービス利用者が多いため，第１号被保険者１人当たりの保険給付費は

全国的にも高い状況にあります。平成１９年度の保険給付費における政令指定都市間

の比較によると，居宅，施設サービスを合わせた保険給付費は，政令指定都市中，第

３位となっています。 

 

政令指定都市間の比較における京都市の状況 

１ 総人口に占める６５歳以上の高齢者の割合 第５位 

２ ６５歳以上人口に占める７５歳以上の高齢者の割合 第４位 

３ ひとり暮らし高齢世帯の割合 第４位 

４ 高齢者人口に占める要介護認定者の割合 第８位 

居宅サービス 第９位 

施設サービス 第２位 
５ 第１号被保険者１人当たりの

保険給付費 
計（高額介護サービス費等も含む） 第３位 

※１～２及び４は平成２０年３月末現在，３は平成１７年国勢調査，５は平成１９年度決算 
 比較。順位は割合や給付費が高い順。 

介護サービスの利用者数（人）

15,796
20,237

24,922
28,710

31,636 32,881 33,396 32,824 33,946 34,906
7,197

8,661

9,298

9,562

9,793
10,149 10,507 10,629 10,652 10,608

23,136

29,130

34,573

38,816

42,130
43,828 44,786 44,687

45,986 46,941

1,4271,3881,234883798701
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月
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施設・居宅サービスの保険給付費の推移
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第３章 高齢者の現況及び「今後の高齢者の姿」 

 

 

 

１ 高齢者の現況 

（１）人口構造 

京都市の総人口は，昭和６０年頃をピークに一時減少し，再び増加に転じてい

ましたが，さらに平成１７年頃を境に減少傾向となり，平成２０年では，    

１,４６７,３１３人となっています。一方，６５歳以上の高齢者人口は，死亡率

の低下などの平均寿命の伸長により増加し続けており，平成２０年は     

３２５,５９０人となり，昭和５５年の２.１３倍となっています。 

【高齢者人口等の推移】

397,101
436,567

483,235
488,352

473,428
468,904

463,689

1,473,065

1,479,218

1,461,103
1,463,822

1,467,785

1,474,811

1,467,313

150,455

(10.3%)
132,882

(9.0%)
108,031

(7.4%)91,486(6.2%)81,923(5.6%)68,115(4.6%)52,263(3.5%)

175,135

(11.9%)160,045

(10.9%)144,932

(9.9%)121,917(8.3%)
103,036(7.1%)

100,302(6.8%)100,844(6.8%)

9.1% 10.3%
12.1%

14.6%
17.4%

20.2%
22.1%

昭和55年 昭和60年 平成 2年 平成 7年 平成12年 平成17年 平成20年

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

後期高齢者（75歳以上）　　 前期高齢者（65～74歳） 40～64歳 高齢化率（全国）

（人口）
1,480,000

600,000

400,000

200,000

0

（高齢化率）

 

 

  

（２）世帯の状況 

平成１７年国勢調査では，６５歳以上の高齢者がいる世帯数は，２０１,９２４

世帯で，総世帯数の伸び率に比べ，６５歳以上の高齢者がいる世帯数の伸び率が

大きく上回っており，高

齢者のいる世帯が急増し

ています。 

また，子どもや孫と同

居する三世代世帯の割合

は著しく減少しています。

介護が必要な状態となっ

たとき，相談相手の不在

や家族による介護が困難

な状況が強まっています。 

高齢者人口の推移 

  資料：「国勢調査」 

資料：国勢調査 総務省統計局（昭和55年～平成17年） 
   推計人口 京都市総合企画局情報化推進室情報統計課（平成20年）
  ※平成21年の数値は，20年実績と22年推計値をもとに補間推計 

世帯類型別高齢者世帯数の推移 

13,950 14,710 15,513 16,160 16,943

40,512 38,584 33,791 30,105 24,855 26,337

21,181 21,969 24,284 29,351 36,571 45,144

23,320 27,334 31,888 39,856
49,164

57,44822,892
29,616

37,737

51,198

60,714

12,281

16,489

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年

（世帯） 単身世帯

夫婦のみ世帯

親と子のみの世帯

三世代世帯

その他世帯

115,452
125,489

135,092

153,209

178,731

201,924
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（３）高齢者の健康 

主要疾病の内訳では，生活

習慣病の中心を占める心疾患

や脳血管疾患等「循環器系の疾

患」の割合が最も高く，総受診

件数の４件に１件を占めてい

ます。寝たきり状態となる原因

は，一般的に，脳血管障害，骨

折が多いと言われており，生活

習慣の改善によって予防して

いくことが必要です。 

 

 

 

（４）社会活動の状況 

 

趣味・生涯学習に

取 り 組 む 市 民 は  

８３.２％に対し，社

会貢献活動を行う市

民は４４.８％と低い

割合となっています。 

 

 

生きがいづくりを

進めていく上で必要

な条件をみると，「健

康 で い る こ と 」 が 

７１.４％で圧倒的に

多くなっています。

次いで「経済力があ

ること」，「時間にゆ

とりがあること」，

「十分な情報がある

こと」等が続いてい

ます。 

 

 

 

  資料：「平成18年度京都市国民健康保険傷病統計」（平成18年5月審査分） 

15,681

35,429

8,512

5,774

84,640

19,469

40,267

9,246

7,396

114,924

0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000

新生物

内分泌，栄養及び代謝疾患

精神及び行動の障害

神経系の疾患

循環器系の疾患

消化器系の疾患

筋骨格系及び結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

損傷及び中毒

その他の疾患

（件）

主要疾病の状況

44.8

83.2

49.5

14.8

5.7

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社　会　貢　献

趣味・生涯学習

活動している 活動していない

無回答

社会参加・生きがいづくりの状況

  資料：「高齢期の生きがいに関する市民意識調査」（平成 19 年度実施）

71.4

37.4

33.2

29.2

19.7

13.4

11.8

8.7

8.2

6.3

6.0

0.7

0.5

3.2

4.3

0 20 40 60 80

健康でいること

経済力があること

時間にゆとりがあること

十分な情報があること

仲間がいること

家族の理解・協力があること

行政の支援があること

円滑な人間関係を築くこと

実費程度の経費の援助があること

近所の人となごやかに付き合うこと

経験や知識を活かせること

民間からの支援があること

その他

特にない

無回答

(MA%)

生きがいづくりの条件

  資料：「高齢期の生きがいに関する市民意識調査」（平成 19 年度実施）
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災害時に避難が必要になった場合

に援助を求める相手は，「一緒に住ん

でいる家族」が６１.０％で最も多く，

次いで「ひとりで避難できる」が  

５３.０％となっていますが，次いで

「隣近所の人」へ援助を求める人が多

くなっています。 

ひとり暮らし高齢者が増加する中，

地域の役割は重要であり，地域住民を

主体とした取組を推進していく必要

があります。 

 

 

 

（５）介護予防の状況 

介護予防や老化予防について，「よ

く 知 っ て い る 」 と 答 え た 人 は   

２０.９％であり，正しい知識と適切

な取組方法の普及を更に図っていく

必要があります。 

 

 

 

 

 

（６）介護の状況 

 

 

今後のすまいと介護に

ついては，多くの方が在

宅サービスを利用したり，

家族に介護してもらいな

がら自宅で暮らし続ける

ことを希望しています。 

 

 

 

 

43.4

22.8

4.5

1.8

4.1

1.2

1.3

1.3

0.9

0.9

7.3

10.4

30.8

3.6

4.8

2.9

0.1

0.5

1.3

1.6

1.5

6.0

15.8

31.1

0 10 20 30 40 50

主に在宅福祉サービスを利用しながら、自宅で暮らしたい

主に家族に介護してもらいながら、自宅で暮らしたい

老人保健施設に入所したい

療養病床などに入院したい

特別養護老人ホームに入所したい

グループホームに入所したい

養護老人ホームに入所したい

ケアハウスに入所したい

有料老人ホームに入所したい

その他

わからない

無回答

(%)

居宅サービス利用者

居宅サービス未利用者

61.0

53.0

37.2

22.4

14.2

7.5

4.3

3.4

2.9

1.3

1.0

1.8

0 20 40 60 80

一緒に住んでいる家族

ひとりで避難できる

隣近所の人

その他の家族・親戚

地域の自主防災組織

友人

民生委員や老人福祉員

かかりつけの医師

福祉事務所

その他

援助してくれる人がいない

無回答

(MA%)

資料：「高齢者の生活と健康に関する調査」（平成 19 年度実施） 

資料：「高齢者の生活と健康に関する調査」（平成 19 年度実施） 

すまいと介護について希望する暮らし方

災害時の避難の際，援助を求める相手

介護予防に関する知識

資料：「高齢者の生活と健康に関する調査」（平成19年度実施） 

ある程度は
知っている

43.9%

よく知っている
20.9%

まったく知らない
11.4%

無回答
2.2%

聞いたことはある
21.6%

(N=2,474)
  (%)
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２ 京都市における今後の高齢者の姿 

「団塊の世代」が高齢期を迎え，４人に１人が高齢者に！ 

京都市の６５歳以上の高齢者人口は，平成１８年度に３０万人を超えており，

平成２７年度には３８万人を超えると推計されます。高齢化率は，平成２５年度

に２５％を超え，４人に１人が高齢者になると予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：推計人口 京都市総合企画局情報化推進室情報統計課（平成18年～20年） 

平成22年以降は，国立社会保障・人口問題研究所「日本の市町村別将来推計人口（平成20年12月推計）」 

※平成21年の数値は、20年実績と22年推計値をもとに補間推計 

 

■ 一層求められる介護予防の取組と社会参加できる環境づくり 

今後も長寿化が進展する中，要支援・要介護認定者数は，平成２６年度には  

現在の約１.２倍に増加すると見込まれることを踏まえ，平成１８年度から取り組

んでいる介護予防を一層強化・推進することが重要です。また，社会の活力を維

持・増進していくためには，高齢期を迎えている「団塊の世代」が社会の担い手

の一員として，培ってこられた経験や知識を十分生かすとともに，多世代の活発

な交流を図りながら，可能な限り社会参加し続けられるよう支援することが必要

です。 

 

■ 高齢者が地域で安心して自立した生活ができる支援体制の充実を 

今後，ひとり暮らしの高齢者世帯や認知症高齢者の大幅な増加も予想され， 

高齢者一人ひとりの自立した生活を支援するために，介護サービスをはじめ  

保健・福祉サービスの一層の充実と，地域での見守りや支援がますます重要と 

なっています。 

また，利用者の多様なニーズに対応した介護サービスの質の維持・向上を図る

ために，介護に従事する人材の確保を図ることが求められます。 

【人口の推移及び計画期間の人口推計】

466,686 464,265 463,689 463,801 463,912 461,625 459,339 457,052 454,766 452,479

1,472,511

1,468,588
1,467,303

1,466,945
1,466,576

1,463,046

1,459,516
1,455,986

1,452,456
1,448,926

186,066

(12.8%)
181,145

(12.5%)

176,225

(12.1%)
171,304

(11.7%)
166,384

(11.4%)

161,463

(11.0%)
155,959

(10.6%)
150,455

(10.3%)

144,990

(9.9%)

139,104

(9.4%)

199,884

(13.8%)
194,899

(13.4%)
189,914

(13.0%)
184,929

(12.7%)
179,944

(12.3%)
174,959

(11.9%)
175,047

(11.9%)
175,135

(11.9%)
171,549

(11.7%)
166,720

(11.3%)

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

後期高齢者（75歳以上）　　 前期高齢者（65～74歳） 40～64歳

（人口）

1,500,000

1,400,000

600,000

400,000

200,000

0

人口の推移及び計画期間の人口推計 
（人） 

1,500,000 

1,400,000 

600,000 

400,000 

200,000 
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第４章 重点課題ごとの取組方針と施策・事業の実施 
 

第４期プランにおける重点課題 

第４期プランは，平成２６年度を最終目標とする中間的段階の計画と位置付けてい

ることから，計画の連続性及び整合性を維持するため，第３期プランの重点課題を引

き継ぎ推進することとし，施策・事業数は１８６，うち新規項目は３１項目となって

います。 

 

■ ６つの重点課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点課題４】地域における総合的・継続的な支援体制の整備 

【重点課題５】介護保険事業の適正かつ円滑な運営 

【重点課題６】誰もが安心して暮らせるまちづくりの推進 

【重点課題１】 

認知症をはじめとする 

要援護高齢者及びその 

家族の生活支援 

【重点課題２】 

総合的な介護予防の推進 

【重点課題３】 

健康増進・生きがいづくり

の推進 
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重点課題１ 認知症をはじめとする要援護高齢者及びその家族の生活支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針 

 要援護高齢者及びその家族の自立した生活を支援するため，地域の特性を踏まえ

て，ニーズに対応した介護サービスを質と量の面から確保するとともに，在宅生活

を総合的に支援するという観点から，介護保険以外の保健福祉サービスについても

引き続き充実に努めます。また，療養病床の再編成への対応についても，医療・介

護の必要な方に，適切なサービスが提供できるよう取り組んでいきます。 

また，認知症高齢者が住み慣れた地域で可能な限り在宅生活を継続できるよう，

認知症についての正しい理解の普及，原因となる疾患の予防，早期発見，治療，相

談体制の充実，認知症高齢者を介護する家族への支援，高齢者虐待防止をはじめと

した高齢者の権利擁護対策等多様な側面から取組を進めます。 

主な施策・事業 

１ 介護サービスの充実 

＊ 施設・居住系サービスの整備促進 

＊ 小規模特別養護老人ホームの整備促進 

＊ 個室・ユニットケアの推進 

＊ 特別養護老人ホーム入所指針の適切な運用と重度者への重点化に対する取組 

＊ 地域密着型サービスとの連携 

２ 介護保険以外の保健福祉サービスの充実 

＊ 軽費老人ホーム（Ａ型）の制度見直しに伴う転換・改築支援及び養護老人ホームの老朽対策 

＊ ケアハウスの整備促進 

＊ ケアハウスの介護機能の強化 

＊ 生活支援サービスの提供 

＊ 緊急時に対応するサービスの実施 

＊ 家族への介護用品の給付，福祉用具の利用支援 

＊ 家族への看護・介護方法の普及 

＊ 家族の健康管理支援 
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３ 認知症高齢者対策の推進 

＊ 認知症あんしん京（みやこ）づくり推進事業の充実 

＊ 認知症高齢者に係る医療体制の充実 

＊ 専門機関による相談事業の充実 

＊ 施設・事業所の認知症ケア技術の向上〔新規〕 

＊ 関係機関等の連携体制の充実 

＊ 徘徊のある認知症高齢者を発見・保護する体制づくり 

＊ 地域福祉権利擁護事業の推進や成年後見制度の利用支援 

４ 高齢者虐待防止事業の推進 

＊ 虐待の早期発見・早期対応 

＊ 関係機関の連携・協力によるチーム対応 

＊ 緊急避難の場所の確保 

＊ 養護者・家族への支援 

＊ 施設・事業所における虐待の防止 

＊ 権利擁護対策の推進 

＊ 虐待に関する周知・啓発，研修会等の実施 

主な施策・事業 

５ 療養病床の再編成と円滑な転換に向けた支援 

＊ 受け皿となる施設等サービス提供基盤の充実や在宅医療の充実〔新規〕 

＊ 保健・医療・福祉の連携体制の整備〔新規〕 

＊ かかりつけ医等の確保〔新規〕 

＊ 診療所の在宅支援機能の強化〔新規〕 
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重点課題２ 総合的な介護予防の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高齢者が要介護状態になることを可能な限り予防するとともに，要介護状態に

なっても状態が悪化しないよう維持・改善を図るため，より一層の介護予防に関す

る知識・情報の普及と啓発に努めます。 

また，地域包括支援センターを中心とした介護予防ケアマネジメントの体制を

充実するとともに，介護予防事業対象者の把握や，対象者が個々の状況に応じて

日常生活の中で自ら取り組めるようなサービス提供を行うなど，介護予防を総合的

に推進します。 

取組方針 

主な施策・事業 

１ 地域包括支援センターを軸とした介護予防ケアマネジメント体制の充実 

＊ 地域包括支援センターの適切な運営と関係機関との連携 

＊ 地域包括支援センターの質の確保・向上のための取組 

＊ 地域包括支援センターへの支援 

＊ 地域包括支援センターにおける自立支援のための介護予防ケアマネジメント 

＊ 介護予防サービス事業者における自立支援のための取組 

２ 地域支援事業による介護予防サービスの提供 

＊ 多様な経路からの対象者の早期発見 

＊ 地域包括支援センターでの特定高齢者の決定 

＊ 地域介護予防推進事業における特定高齢者向け介護予防サービスの提供 

＊ 口腔機能向上教室の実施 

＊ 介護予防の普及・啓発〔新規〕 

＊ 地域介護予防推進事業における一般高齢者向け介護予防サービスの提供 

＊ 地域介護予防推進センター事業の充実〔新規〕 

＊ 介護予防ファイルの交付 

＊ すこやか生活支援介護予防事業の実施 

＊ すこやか栄養教室の実施 

＊ 栄養と運動の教室の実施〔新規〕 

＊ 介護予防事業の効果的な評価手法の構築 

＊ 有効な介護予防サービスの調査・研究 

３ 予防給付による介護予防サービスの提供 

＊ 予防給付の利用者等への周知 

＊ 予防給付の提供 

＊ 予防給付の評価 
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重点課題３ 健康増進・生きがいづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民が，家庭や地域において，心身ともに健やかに高齢期を過ごせるよう，生

涯を通じた健康づくりの支援や情報発信を進めます。 

また，高齢者が知識や経験，特技等を生かしながら，意欲や関心をもって社会

活動に参加し，生きがいを感じることができるよう，地域の資源を活用した多様

な活動の場づくりや環境整備，情報提供等を充実していきます。 

取組方針 

主な施策・事業 

１ 主体的な健康づくりの推進 

＊ 保健所・支所及び健康増進センターでの生活習慣病等を予防する施策の充実 

＊ 栄養改善施策の実施 

＊ 歯の健康づくり施策の実施 

＊ こころの健康づくり施策の実施 

＊ 「京都市民健康づくりプラン」の推進 

＊ 健康増進センターにおける事業の展開 

＊ 地域での自主的活動の支援 

＊ 健康づくりに関する情報を市民に総合的に発信する手法の検討〔新規〕 

＊ 市民参加型ないし市民主体の健康づくり支援活動を活性化するための環境整備〔新規〕 

２ 多様な生きがいづくりの推進 

＊ 社会参加促進に向けた啓発・支援 

＊ 老人クラブ活動の活性化 

＊ 身近な地域での活動の場の提供 

＊ 多様な趣味・生涯学習の参加機会の確保・拡充 

＊ シルバー人材センター事業の充実 

＊ 新しい生きがいづくり支援策の展開 

＊ 高齢者の多様な能力を生かす「知恵シルバーセンター（仮称）」の整備〔新規〕 

＊ 高齢者のボランティア活動の推進 
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重点課題４ 地域における総合的・継続的な支援体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認知症高齢者やひとり暮らし高齢者等が増加する中，住み慣れた地域での生活の

継続を支援するため，地域密着型サービスの普及・啓発と基盤整備の更なる推進等

により，日常生活圏域を基本としたサービス提供体制の整備を図ります。 

また，各種サービス提供機関，地域住民による自主的な活動等との連携を図り，

地域全体で高齢者を見守り支えるためのネットワークづくりを進めます。 

取組方針 

主な施策・事業 

１ 地域の特性に応じた地域密着型サービスの提供 

＊ 地域密着型サービスの基盤整備 

＊ 認知症高齢者グループホームの整備促進〔新規〕 

＊ 地域密着型サービスの普及・啓発〔新規〕 

＊ 地域密着型サービスの運営に係る地域住民との連携の重視 

＊ 地域密着型サービス事業者への指導・助言 

＊ 地域密着型サービスの発展に向けた調査・研究 

＊ 消防法令改正に伴う施設の防火安全体制の強化〔新規〕 

２ 地域ケア関係機関の連携 

＊ 地域包括支援センターを中心とした地域ケア会議の開催 

３ 相談・情報提供体制の充実 

＊ 地域包括支援センターにおける相談機能の強化 

＊ 民生委員・児童委員，老人福祉員による相談活動の推進 

＊ 高齢・障害外国籍市民福祉サービス利用サポート助成事業の実施 

４ 地域住民による自主的な活動の推進 

＊ 「京（みやこ）・地域福祉推進指針」の推進 

＊ 社会福祉協議会による地域福祉活動への支援 

＊ ボランティア活動や市民福祉活動等の推進 

５ ひとり暮らし高齢者等への支援 

＊ 見守り・支援が必要なひとり暮らし高齢者等の把握・援助 

＊ 高齢者に係る情報格差解消に向けた支援〔新規〕 

＊ 地上デジタル放送移行に係る高齢者のサポート〔新規〕 

＊ 老人福祉員活動の充実 

＊ 「一人暮らしお年寄りサポーター」の創設〔新規〕 

＊ 高齢者のコミュニケーションの場の設置〔新規〕 
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重点課題５ 介護保険事業の適正かつ円滑な運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護保険事業を適正かつ円滑に運営していくため，関係団体等との連携の下，

ケアマネジメントや介護サービスの質の向上に取り組むとともに，保険給付の適

正化を図ります。 

また，介護分野における人材不足等を改善していくため，安定的な人材の確保

及び育成する仕組みづくりに努めます。 

取組方針 

主な施策・事業 

１ 介護サービスの質的向上 

＊ 介護及び介護予防サービス従事者に対する各種研修の実施 

＊ 介護相談員派遣事業の充実 

２ 介護保険給付の適正化 

＊ 地域密着型サービス事業者の指定，指導監督の実施 

＊ 介護予防支援事業者の指定，指導監督の実施 

＊ 介護サービス事業者に対する調査，指導の強化 

＊ 適正な認定調査の実施 

＊ 介護支援専門員への支援 

＊ 介護サービス事業者による介護報酬の不正受給に対する厳正な対応 

＊ 保険料の確実な徴収 

＊ 低所得者に対する支援 

３ 介護に従事する人材の確保・定着 

＊ 介護職員の労働環境や処遇の改善〔新規〕 

＊ 教育機関・養成施設等との連携による人材確保〔新規〕 

＊ 潜在的有資格者の掘り起こし〔新規〕 

＊ 多様な人材の参入・参画〔新規〕 

＊ 誰もが研修を受講しやすい体制の構築〔新規〕 

＊ 社会的評価の向上〔新規〕 
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重点課題６ 誰もが安心して暮らせるまちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すべての世代が理解し合い，助け合える世代間の連帯と活力に満ちた共生社会を

形成していくため，さまざまな機会を活用して，高齢世代と若年世代とが交流し，

世代間相互の理解を深められるよう取り組んでいきます。 

また，高齢者が住み慣れた地域で，安心して自立した生活ができるよう，福祉施

策と住宅施策やまちづくり施策が融合し，連携を更に深め，ハード･ソフトの両面

から高齢者の生活環境づくりに取り組みます。 

取組方針 

主な施策・事業 

１ 世代間の交流と理解の促進 

＊ 文化芸術活動やスポーツ等共通の関心で結ばれた人々の世代を超えた交流機会の拡大〔新規〕 

＊ お年寄りと子どもたちの交流が図れるネットワークづくりの促進〔新規〕 

＊ 福祉・教育・環境等地域貢献活動への様々な世代の住民参加の促進〔新規〕 

＊ 中学生の社会体験活動「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業の充実 

＊ 人権文化の構築 

２ 高齢者が安心できる生活環境づくり 

＊ 高齢者向けのすまいの供給 

＊ 住み替えの支援 

＊ 住宅政策との連携を図った公的住宅等のストックを活用した介護・福祉サービス拠点の再整備の検討〔新規〕

＊ ユニバーサルデザインに基づく社会環境づくり 

＊ 公共建築物のバリアフリー化や駅等のバリアフリー化の推進 

＊ 市バスにおけるノンステップバスの導入促進 

＊ 高齢者が歩きやすいまちづくりの推進 

＊ 移動に制約のある方への支援〔新規〕 

＊ 「京都市緑の基本計画」に基づく緑化推進事業の実施 

＊ 地域の総合的な安心安全ネットの推進 

＊ 自主防災活動の推進による地域の協力体制の推進 

＊ 災害時要援護者名簿の整備〔新規〕 

＊ 応急手当の普及啓発 

＊ 住宅用火災警報器の設置促進 

＊ 交通安全普及啓発事業の推進 

＊ 消費者問題に関する啓発・教育 

＊ 市民との協働による消費者啓発〔新規〕 

＊ 消費者被害救済のための相談事業の充実 

＊ 消費者被害等の迅速な情報提供 
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第５章 介護サービス量及び事業費の見込み 

 

 

 

１ 高齢者人口（第１号被保険者数），要支援・要介護認定者数の見込み 

平成２６年度までの各年度における高齢者人口（第１号被保険者数），要支援・要

介護認定者について，住民基本台帳等の人口の推移，第３期の要支援・要介護認定者

の出現率，介護予防の効果見込み等から推計しました。その結果，要支援・要介護認

定者数は，平成２２年度において６万人を超え，平成２６年度には６万８千人を超え

る見込みです。 

 

                                

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２６年度 

第１号被保険者数 

（65 歳以上人口） 
325,429 332,998 340,567 359,734

要支援１・２ 14,601 15,727 16,983 19,507

要介護１～５ 44,859 45,335 45,670 48,806

合 計 59,460 61,062 62,653 68,313

うち 第１号被保険者 58,002 59,604 61,195 66,860

出現率 17.8% 17.9% 18.0% 18.6%

※出現率：第１号被保険者に占める要支援・要介護認定者の割合 
 

２ 介護サービス量の見込み 

平成２６年度における介護保険施設・居住系サービスの利用者数は，施設・居住系

サービスにおいて想定される利用者の要介護度の認定者数に対する割合が，第３期プ

ランと概ね同水準になるように推計しました。また，平成２４年 3 月末で廃止され

る介護療養病床（介護療養型医療施設）は，京都府地域ケア確保推進指針において示

された病床数の割合で，介護療養型老人保健施設等に転換するものとして，利用者数

を見込みました。 

居宅サービスについては，これまでのサービスの利用実績（各サービスの利用率）

等をもとに，サービスの利用量を見込みました。 

介護専用型特定施設

認知症対応型共同生活

介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型老人保健施設

介護療養型医療施設

0人

2,000人

4,000人

6,000人

8,000人

10,000人

12,000人

14,000人

16,000人

21年度 22年度 23年度 26年度

医療療養病床等

介護療養型医
療施設からの

転換分

 

第１号被保険者数，要支援・要介護認定者数 
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２１年度 ２２年度 ２３年度 ２６年度 

介護保険施設及び介護専用居住系 

サービス利用者数 
11,393 11,879 12,569 13,450

介護保険施設利用者数 10,508 10,726 11,156 11,199

 介護老人福祉施設 4,670 4,796 5,099 5,828

 介護老人保健施設 3,298 3,390 3,517 3,915

 介護療養型老人保健施設 0 0 0 1,456

 介護療養型医療施設 2,540 2,540 2,540 0

介護専用居住系サービスの利用者数 885 1,153 1,413 2,251

 認知症対応型共同生活介護 723 844 966 1,387

 介護専用型特定施設 162 309 447 864

特定施設入居者生活介護（混合型）利用者数 857 947 1,022 1,227

 

 

（人分） 

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２６年度 

介護老人福祉施設 4,585 4,664 4,931 5,518

介護老人保健施設 3,603 3,661 3,761 4,079

介護療養型老人保健施設 0 0 0 1,625

介護療養型医療施設 2,935 2,935 2,935 0

認知症対応型共同生活介護 703 847 991 1,423

介護専用型特定施設 181 342 495 953

混合型特定施設 1,261 1,441 1,566 1,824

 

 

※ いずれも１月あたりの利用量 

居宅サービス 予防給付 介護給付 地域密着型サービス 予防給付 介護給付

訪問介護 7,340 人 223,061 回 夜間対応型訪問介護 - 742 人

訪問入浴介護 - 3,578 回 認知症対応型通所介護 4 回 4,757 回

訪問看護 985 回 22,856 回 小規模多機能型居宅介護 15 人 511 人

訪問リハビリテーション 306 回 3,961 回 その他サービス 予防給付 介護給付

通所介護 2,430 人 82,851 回 居宅介護支援・介護予防支援 10,503 人 25,366 人

通所リハビリテーション 777 人 36,102 回 特定福祉用具販売 221 人 533 人

短期入所生活・療養介護 344 日 32,398 日 住宅改修 241 人 396 人

居宅療養管理指導 284 人 4,097 人  

福祉用具貸与 1,625 人 14,135 人  

 

介護保険施設・居住系サービス利用者数 

居宅サービス利用量（平成２３年度） 

介護保険施設・居住系サービスの整備等目標数 
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３ 保険給付費等の事業費の見込み 

平成２１年度から２３年度までの保険

給付費は，およそ 2,６８４億円となりま

す。 

なお，本市では，第１期事業運営期間

（平成１２～１４年度），第２期事業運営

期間（平成１５～１７年度）ともに保険

財政に赤字が生じ，京都府介護保険財政

安定化基金等から借り入れましたが，こ

の借入金は，第３期事業運営期間（平成

１８～２０年度）までで，すべて償還し

ました。また，第３期事業運営期間にお

いて，サービス利用実績が計画を下回る

ため，第１号被保険者の保険料の剰余分

を介護給付費準備基金に積み立てており，

この積立金を取り崩し，第４期の保険料に充当することにより，第１号被保険者の保

険料を引き下げます。 

 

４ 地域支援事業（介護予防事業）の量の見込み 

地域支援事業のうち，介護予防事業（介護予防特定高齢者施策）は，要支援・要介護

状態になるおそれがある高齢者（平成２３年度において高齢者人口の５％程度）を対象

として見込んでいます。 

介護予防事業の参加者数は，事業の段階的な達成という観点から，平成２１年度は対

象者数の１０％とし，２２年度は１４％，２３年度は１８％と設定しました。 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

参加者数（対象者数） 1,627 人（16,271 人） 2,330人（16,649人） 3,065 人（17,028 人）

 

５ 地域支援事業の事業費の見込み 

国の交付金の対象となる地域支援事業の事業規模については政令で上限が定められ

ています。（第４期事業運営期間中は，各年度とも，介護予防事業は２.０％以内，包

括的支援事業・任意事業は２.０％以内，全体で３.０％以内） 

 本市では，政令で定める上限を踏まえ地域支援事業に係る事業費を見込むこととし，

その結果平成２１年度から２３年度までの事業費は，およそ７９億円となります。 

（千円） 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 合計 

介護予防事業 1,231,765 1,362,132 1,412,065 4,005,962

包括的支援事業・任意事業 1,189,208 1,315,071 1,363,279 3,867,558

地域支援事業 全体 2,420,973 2,677,203 2,775,344 7,873,520

保険給付費 

113,409,700

108,129,657

15,089,389

15,586,016

441,43715,780,743

施設サービス費

居宅サービス費

地域密着型サービス費

その他のサービス費

高額介護サービス費等 審査支払手数料等

保険給付費
(平成21～23年度)
268,436,942千円

（単位：千円）
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■ 第 1 号被保険者（６５歳以上の方）の保険料 

第 1 号被保険者の保険料基準額は，以下の方法により算出します。 

    保険給付費×約２０％※１ 

   ＋地域支援事業費×２０％ 

   ＋財政安定化基金拠出金※2 

   －介護給付費準備基金（積立金）からの取崩額 

   －介護従事者処遇改善臨時特例交付金 

※１ 第１号被保険者の所得分布や７５歳以上の後期高齢者の割合によって，第１号被保険者の

負担割合は市町村ごとに異なります。標準的な市町村では２０％となります。 

※2 第４期は，京都府財政安定化基金への拠出金は０円。 

 

第４期事業運営期間中の保険料は，平成２１年度から２３年度までの保険給付費

及び地域支援事業費の見込みを基に，上記の方法により算出しましたところ，介護

給付費準備基金（積立金）の取崩し及び国の介護従事者処遇改善臨時特例交付金等

により，第３期の保険料から２５０円引き下げ，第４期の１箇月当たりの保険料基

準額は４,５１０円となります。 

 

 
 

 

 

 

介護従事者処遇改

善臨時特例交付金 

（約７０円） 

介護給付費準備基金

（積立金）からの取

崩し （約２７０円）

介護給付に要する費用 

（約４,３７０円） 

地域支援事業に

要する費用 

（約１４０円）

保険料の負担 

÷ 割合で補正した ÷１２月 

被保険者数 

〈介護従事者処遇改善臨時特例交付金による保険料軽減〉 

 介護従事者の処遇改善を図るために介護報酬を３％引き上げることに伴う第

４期介護保険料の急激な上昇を抑制するため，国において介護従事者処遇改善臨

時特例交付金が財政措置されます。 

 

 （保険料上昇抑制のイメージ） 

H20年度

改定増分
国庫負担

H23.4 H24.4

改定増の半分

H21.4 H22.4  

（約４,８５０円）

４,５１０円 



 23

保険料段階区分及び保険料率については，基本的には現行の９段階を継続し，更

に被保険者の負担能力に応じ，よりきめ細かな設定を行います。 

なお，第４段階に区分されている被保険者のうち，本人の前年の合計所得金額と

前年中の課税年金収入額の合計額が８０万円以下である低所得の方については，第

４段階の本来の保険料よりも低い保険料率を設定し，低所得者層（激変緩和措置の

終了により保険料が上昇する方を含む）の保険料負担の軽減を図ります。 

 

所 得 段 階 区 分 保険料率 
平成 21 年度～23 年

度の保険料年額（月額）

第１段階 

○本人が生活保護を受給している場合 

○本人が老齢福祉年金を受給し，本人及びす

べての世帯員が市民税非課税である場合 

第２段階 

本 人 の 合 計 所 得 金 額 と

課税年金収入額の合計額が

８０万円以下の場合 

基準額×0.5
２７,０６０円 

（２,２５５円） 

第３段階 

○本人及びす

べての世帯員

が市民税非課

税の場合（本人

が単身の場合

を含む） 

本 人 の 合 計 所 得 金 額 と

課税年金収入額の合計額が

８０万円を超える場合 

基準額×0.75
４０,５９０円 

（３,３８３円） 

本 人 の 合 計 所 得 金 額 と

課税年金収入額の合計額が

８０万円以下の場合 

基準額×0.9
４８,７０８円 

（４,０５９円） 

第４段階 

○本人が市民

税非課税で，世

帯員の中に市

民税（減免前）

課税者がいる

場合 

本 人 の 合 計 所 得 金 額 と

課税年金収入額の合計額が

８０万円を超える場合 

基準額 
５４,１２０円 

（４,５１０円） 

第５段階 １２５万円以下 基準額×1.1
５９,５３２円 

（４,９６１円） 

第６段階 ２００万円未満 基準額×1.25
６７,６５０円 

（５,６３８円） 

第７段階 ４００万円未満 基準額×1.5
８１,１８０円 

（６,７６５円） 

第８段階 ７００万円未満 基準額×1.75
９４,７１０円 

（７,８９３円） 

第９段階 

○本人が市民

税（減免前）課

税の場合 

前年の 

合計所 

得金額 

７００万円以上 基準額×2.0
１０８,２４０円 

（９,０２０円） 

 

 【本市独自の保険料減額制度】 

対 象 者 
第１段階，第２段階，第３段階 

（第４期において拡大） 

第３段階 

（第３期から継続） 

適用要件 

単身世帯で年収６０万円以下，複数世帯

で世帯員１人につき２４万円を加算した

金額以下   

単身世帯で年収１２０万円以下，複数

世帯で世帯員１人につき４８万円を

加算した金額以下   

減額内容 
基準額×０.２５（←０.５）（第１～２段階）

基準額×０.２５（←０.７５）（第３段階） 
基準額×０.５（←０.７５） 

   上記の収入要件以外にも資産要件及び扶養要件を満たす必要があります。 
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第６章 プランの着実な推進に向けて 

 

 

 

 

 

 

「京都市民長寿すこやかプラン」を着実に推進し，安心して暮ら

せる長寿社会を創っていくためには，市民・地域社会，サービス事

業者・企業，行政がそれぞれの役割を発揮し，主体的に関わること

が求められています。 

市民と行政が課題や行動を共有し，共に汗する「共汗」という，

市民と行政の新しい関係づくりを進めます。 

 

 

長寿社会対策は保健福祉分野だけでなく，あらゆる分野での対策

が必要であるため，各分野の縦割りを打破し，市民の目線で政策を

「融合」させ，より効果的で無駄のない総合的な施策を推進します。 

 

  

「京都市民長寿すこやかプラン」は，元気な高齢者から介護を必

要とする高齢者，あるいは高齢期に向かう壮年期の方まで幅広く対

象にしていますが，その推進に当たっては関係機関・関係団体等の

協力が不可欠です。今後とも相互に連携を図り，協力関係を強固な

ものとしていきます。 

 

居宅サービス事業が広域的に提供されることや，施設サービス及

び居住系サービス等においても近隣市町村との間で入所者・入院者

の相互利用があることなどから，京都府や近隣市町村との密接な連

携を図ります。 

また，大都市共通の課題に対応していくため，他の政令指定都市

との連携を図ります。 

 

本市では，京都市民長寿すこやかプランの進ちょく状況を定期的

に点検・評価し，必要な対策・措置を協議する場として「京都市民

長寿すこやかプラン推進協議会」を設置しており，引き続き協議を

行っていきます。 

また，プランの進ちょく状況について市民や関係者に知っていた

だくため，ホームページ等により周知を図っていきます。 

１  
市民と共に創る 

長寿社会 

２ 
全庁的な取組に

よる総合的な施

策の推進 

３  
関係機関・関係

団体等との連携 

４  
京都府及び他の

市町村との連携 

５ 
プランの進ちょ

く管理 


